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第 1 条 適用範囲 
1. 本宿泊約款（以下「宿泊約款」といいます。）には、当

館と宿泊契約及びこれに関連する契約の締結または
宿泊の予約を行う者（以下「宿泊者」といいます。）と
の間の権利義務関係が定められています。宿泊約款に
定めのない事項については、法令または一般に確立さ
れた慣習によるものとします。 

2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた
ときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先す
るものとします。 

 
第 2 条 宿泊契約の申込み 
1. 宿泊者は、宿泊契約の申込みまたは宿泊の予約をする

ときは、次の事項を当館に申し出ていただくものとし
ます。 
(1) 宿泊者名及び連絡先 
(2) 宿泊日 
(3) 利用宿泊プラン 
(4) 宿泊者数 
(5) その他当館が必要と認める事項 

2. 宿泊者が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿
泊の継続を申し出た場合、当館は、その申し出がなさ
れた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものと
して処理します。 

3. 第１項第(3)号の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込
み時においてのみ有効とします。申込み時と異なる利
用宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊
契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の
予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続
きをとっていただくものとします。 

4. 宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊
予約の地位を第三者に譲渡することは、不適切な転売
行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提
供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止さ
れていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするも
のとします。 

5. 宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同
一日における重複する宿泊契約及び類似の日程にお
ける複数の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多く
のお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されてい
ることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとし
ます。 

 
第 3 条 宿泊契約の成立等 
1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成

立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、
前条の申込後、事前決済を行っていただき当館が入金
を確認したときに成立するものとします。 

2. 当ホテルがインターネット等に誤った宿泊料金を提
示し、又は電話等で誤った宿泊料金をご案内し、当該
宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込みをされ、当館が
承諾した場合は、当該宿泊料金がその前後の期日の宿
泊料金に比べ著しく低廉であるときは、当該料金につ
き「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である
理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤に
よる承諾であることから、宿泊契約は無効とさせてい
ただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。 

3. 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊者からいた
だいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げること
があります。 

第 4 条 宿泊契約締結の拒否 
1. 当館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応

じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館
業法第５条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むこ
とがあることを意味するものではありません。 
(1) 宿泊の申込みが、宿泊約款によらないとき 
(2) 満室（員）により客室の余裕がないとき 
(3) 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若

しくは善良の風俗に反する行為をするおそれが
あると認められるとき 

(4) 宿泊者や施設の利用者が、次の(イ)から(ハ)に該
当すると認められるとき 
(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第 77 号）に規定する
暴力団（以下「暴力団」といいます。）、暴力
団員（以下「暴力団員」といいます。）、暴力
団準構成員または暴力団関係者その他反社
会的勢力であるとき 

(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する
法人その他団体であるとき 

(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当す
る者があるとき 

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的
な範囲を超える負担を求められたとき（宿泊者が、
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解
消法」といいます。)第 8 条第 2 項の規定による
社会的障壁の除去を求める場合は除く。） 

(6) 宿泊者が、特定感染症の患者等であるとき 
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由によ

り宿泊させることができないとき 
(8) 他の宿泊者若しくは当館従業員に著しく迷惑を

及ぼす言動があるとき 
(9) 宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみでご宿

泊されるとき 
(10) 宿泊者が、宿泊約款または当館内において当館の

定める利用規則を遵守しないおそれがあると認
められるとき 

(11) 宿泊者が、自己の商業目的を秘して宿泊契約の申
込みをしたとき 

(12) 当館が、官公署の命令、支持又は勧告等により法
令上又は事実上休業せざるを得ないと判断した
とき 

(13) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定す
る場合に該当するとき 

2. 宿泊者は、当館が前項に基づいて宿泊契約の締結に
応じない場合、当館に対し、その理由の説明を求める
ことができます。 

 
第 5 条 宿泊者の契約解除権 
1. 宿泊者は、一部の宿泊プランを除き、当館に申し出て、

宿泊契約を解除することができます。 
2. 当館は、宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊

契約の全部または一部を解除した場合は、当該宿泊
契約申し込み時に当館が提示したキャンセル規定に
従い、取消料を申し受けます。 

3. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後 6
時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿
泊者により解除されたものとみなし処理することが
あります。その場合、当館は取消料を申し受けます。 

宿泊約款 
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第 6 条 当館の契約解除権 
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除

することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業
法第５条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むこと
があることを意味するものではありません。 
(1) 宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序

もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれ
があると認められるとき、又は同行為をしたと
認められるとき 

(2) 宿泊者が次の（イ）から（ハ）に該当すると認
められるとき 
(イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または

暴力団関係者その他反社会的勢力である
とき 

(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配す
る法人その他団体であるとき 

(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当
する者があるとき 

(3) 宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に
対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求
を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を
要求したとき（宿泊者が、障害者差別解消法第
8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求
める場合は除く。） 

(4) 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき 
(5) 天災、施設の故障等、やむを得ない事情により

宿泊させることができないとき 
(6) 他の宿泊者若しくは当館従業員に著しく迷惑を

及ぼす言動があるとき 
(7) 宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみでご

宿泊されるとき 
(8) 宿泊者が宿泊約款または当館が定める利用規則

の禁止事項に従わないとき 
(9) 宿泊契約成立後に第 4 条第１項第(11)号に定め

ることが判明したとき 
(10) 当館が、官公署の命令、支持又は勧告等により

法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断し
たとき 

(11) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定す
る場合に該当するとき 

(12) 本項第(5)号以外の理由により、当館が契約した
客室を宿泊者に提供できないとき（ただし、こ
の場合は、宿泊者の了解を得て、可能な限り他
の宿泊施設を斡旋するものとします。） 

(13) 当館の明確な承諾なく宿泊契約または宿泊予約
の地位が譲渡されたと認められるとき 

(14) 同一利用者による、合理的な理由のない、同一
日における重複する宿泊契約の申込み及び類似
の日程における複数の宿泊契約または宿泊予約
がされたと認められるとき 

2. 宿泊者は、当館が前項に基づいて宿泊契約を解除し
た場合、当館に対し、その理由の説明を求めることが
できます。 

3. 当館が第１項の規定に基づいて宿泊契約を解除した
ときは、前項第(5)号、第(10)号及び第(12)号の場合
を除き、宿泊料金の返還は致しかねます。 

 
第 7 条 宿泊の登録 
1. 宿泊者は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登

録するものとします。 
(1) 宿泊者の氏名、住所及び電話番号 
(2) 中長期在留者ではない外国人にあっては、国籍

及び旅券番号 

(3) 出発日 
(4) その他当館が必要と認める事項 

2. 宿泊者が第 10 条の料金の支払いを、クレジットカー
ド等通貨に代わり得る方法により行おうとするとき
は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示してい
ただくことがあります。 

 
第 8 条 客室の使用時間 
1. 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約

ごとに設定されたチェックイン時刻からチェックア
ウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場
合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用す
ることができます。 

2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間
外の客室の使用に応じることがあります。この場合
には追加料金を申し受けます。 

 
第 9 条 利用規則の遵守 
1. 宿泊者は、当館内において、当館が定めた利用規則に

従うものとします。 
 
第 10 条 料金の支払 
1. 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。 

宿泊料金 追加料金 税金 
2. 宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めたクレジ

ットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者
の出発の時までに又は当館が請求した時、当館にお
支払いただきます。 

3. 当館が宿泊者に対する客室の提供の準備をし、使用
が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかっ
た場合においても宿泊料金を申し受けます。 

 
第 11 条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管 
1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した

場合は、その到着前に当館が承諾したとき（当館が指
定する方法による場合を含みます。）に限って責任を
もって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお
渡しします。 

2. 宿泊者がチェックアウトしたのちの手荷物又は携行
品は、当館が予め了解したときに限って責任をもっ
て保管します。当館が予め申し受けた手荷物の預か
り期間内に引取りがされないときは、当館は責任を
免れ当該手荷物を任意に処分することができるもの
とします。 

3. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物
又は携帯品が当館の了解なく残されていた場合、当
館の判断で、処分する、一定期間保管する、警察署に
届けるなどの措置を行います。 

 
第 12 条 お持込品等の取扱い 
1. 多額の現金及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、

セキュリティ等の事情から事前にお知らせいただき
ます。お知らせいただいた場合でも、当館の判断によ
りお持込みをお断りすることがあります。なお、当館
にお知らせいただかずにお持込みになられた多額の
現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、当館
は責任を負いかねます。 

2. 宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は
携行品については、宿泊者にて保管・管理していただ
くものとし、当館が個別の手続においてその保管・管
理をお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等
において当館に故意又は重大な過失がある場合に限
り損害を賠償するものといたします。 
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3. 前項の賠償については、客観的に損害額が立証され
ることを条件に当該損害を賠償するものといたしま
す。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客
観的な評価が困難な場合については、10 万円を限度
に相当額を賠償いたします。 

 
第 13 条 宿泊者の責任 
1. 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったと

きは、当館は当該宿泊者からその損害を賠償してい
ただきます。 

2. 宿泊者は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に
受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊
サービスが提供されたと認識したときは、当館にお
いて速やかにその旨を当館に申し出なければなりま
せん。 

 
第 14 条 客室への入室について 
1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェック

イン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室する
ことがあります。 
(1) 清掃等、当館のサービスを提供するとき 
(2) 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良

の風俗に反する行為をするおそれがあると認め
られるとき、または同行為をしたと認められる
とき 

(3) 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断さ
れたとき 

(4) 建物・設備の保全上必要があると判断されたと
き 

(5) 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館
が判断したとき 

 
第 15 条 駐車の責任 
1. 宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は

駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責
任や第三者による加害の防止の義務まで負うもので
はありません。 

 
第 16 条 条項の分離性について  
1. 宿泊約款は、その一部が公的機関により違法又は無

効であると判断された場合であっても、当該一部を
除く部分はその影響を受けず、有効に存続するもの
とします。 

 
第 17 条 準拠法及び管轄 
1. 当館と宿泊者との間の宿泊契約に関する紛争は、日

本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁
判所又は簡易裁判所をもって専属管轄裁判所としま
す。 

 
付則 
この宿泊約款は、2024 年 7 月 7 日から適用します。 
 
以上 
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当館では、ご宿泊の皆さまに安全かつ快適にご利用い
ただくために、宿泊約款第 9 条に基づき、次のとおり利
用規則（以下、「当利用規則」という。）を定めています
ので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 
当利用規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款

第 6 条に基づき、やむを得ずご宿泊および館内施設のご
利用をお断りする場合がございます。 
なお、当利用規則をお守りいただけない場合におい

て、お客様に損害が生じたとしても当館は責任を負いか
ねます。また、当館に損害が生じたときは、お客様に損
害を賠償していただくことがございますので、ご了承く
ださいますようお願い申し上げます。 
 
【当館の利用について】 
1. 客室は営利・営業目的など宿泊以外の目的で利用し

ないでください。 
2. 当館の敷地内にて当館の許可無く広告物の配布や掲

示、または物品の販売などは行わないでください。 
3. 当館の外観の印象を変えるような物品を陳列する行

為はしないでください。 
 
【客室について】 
1. 宿泊約款第 7 条により登録された宿泊者および同伴

者以外の方を客室に招き入れたり宿泊させたりしな
いでください。 

2. 宿泊約款第 14条により、従業員が客室に入室したり、
入室の上物品を移動したりすることがあります。現
金および貴重品はご自身で管理していただくととも
に、移動してはならないものがある場合は事前にお
申し出ください。 

3. 客室ルームキーを紛失した場合は、鍵交換に要する
費用を請求いたします。 

 
【共用部等について】 
1. 各階の非常口をご確認ください。 
2. 従業員用の区域には立ち入らないでください。 
3. 通路やロビー等のパブリックエリアに所持品を放置

しないでください。 
 
【撮影について】 
1. 当館の敷地内において、当館の許可無く営利、営業目

的で撮影または録音することを禁止しています。ま
た、私的に撮影または録音したものを当館の許可無
く営利・営業目的で使用しないでください。 

2. 他の宿泊者の迷惑になったり、他の宿泊者が不快に
感じたりするような撮影はご遠慮ください。 

 
【喫煙について】 
1. 当館は禁煙です。決められた場所以外での喫煙は禁

止しています。決められた場所以外での喫煙が発覚
した場合、クリーニングに掛かる費用を請求させて
いただきます。 

 
【他の宿泊者への配慮について】 
1. ペット等、動物の持ち込みはお断りいたします（盲導

犬等を除く）。 
2. 悪臭を発する物の館内への持ち込みはお断りしてい

ます。 
 
 

3. 高声、放歌、テレビや音響機器の大音量による視聴、
大きな物音をたてる行為その他の喧騒な行為はしな
いでください。 

4. 他の宿泊者が不快または不安に感じる身なりや言動
はご遠慮ください。 

 
【公序良俗について】 
1. 賭博、風紀を乱すような行為および公序良俗に反す

る言動は禁止しています。 
2. 銃砲、刀剣、麻薬等の法令により所持を許可されてい

ないものを当館の敷地内に持ち込む行為は禁止して
います。 

3. 他の宿泊者や従業員が不安を覚える、もしくはその
安全を脅かすと認められる物品、または当館の運営
もしくはご利用に支障を生じるような多量の物品を
当館の敷地内に持ち込まないでください。 

 
【建物・設備等の保全について】 
1. 当館の敷地内にある設備や備品などを他の場所に移

動したり、加工したり、本来の用途以外に利用したり
しないでください。 

2. 館内には火薬、揮発油等の発火性または引火性のあ
るものは持ち込まないでください。 

3. 客室内で持ち込みの暖房用または炊事用の火器は使
用しないでください。 

4. 当館の敷地内で火災の原因となり得る行為は禁止し
ています。 

5. 建物、設備、備品、植栽等に対して、紛失、毀損、汚
損、付臭する行為等をした場合は、その損害を賠償し
ていただくことがあります。 

 
【駐車場の利用について】  
1. 当館利用目的のお客様に限り、当駐車場をご利用い

ただけます。 
2. 当駐車場内における紛失、盗難および破損等につい

て、当館は責任を負いません。 
3. 駐車場内における事故及びご利用者同士のトラブル

について、当館は責任を負いません。 
 
【入浴施設の利用について】  
1. 刺青・タトゥー（シールを含む。）をされた方の入浴

は固くお断りいたします。 
2. 浴場および脱衣所での撮影および録音は禁止してい

ます。 
3. 浴場および脱衣場での染髪・染毛はご遠慮ください。 
4. お風呂のお湯は、飲用しないでください。 
5. 酩酊されている方の入浴はご遠慮ください。 
6. 浴場および脱衣所へ立ち入り可能な異性のお子様の

年齢は未就学児までとなります。 
7. 館内に掲示している禁忌症をご確認の上、ご入浴く

ださい。 
 
付則 
この利用規則は、2024 年 7 月 7 日から適用します。 
 
以上 
 

利用規則 


